
 

 

 

 

履 行 評 価 基 準 

平成 19年 10月 26日 

19杉並第 51062号 

（目的） 

第１条 この基準は、杉並区（以下「区」という。）が委託する業務の履行状況 

の評価（以下「評価」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることによ 

り、区が実施する公共サービスの質の維持・向上を図ることを目的とする。 

 

（評価の実施） 

第２条 評価は、区及び区から業務を受託した事業者（以下「事業者」という。） 

それぞれが実施するものとする。 

２ 評価は、的確かつ公正に実施しなければならない。 

３ 区の評価者は、区の契約担当者が指定する職員とし、評価は、複数の評価 

者で行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、事業者に対 

するヒアリング、委託業務の履行場所への立入調査、アンケート調査その他 

利用者に対する調査又は第三者による評価を行うことができる。また、事業 

者の評価者は、事業者が指定する者とする。 

４ 委託契約期間中に評価者の変更があったときは、前任者の意見を聴き、評 

価を実施することができる。 

５ 評価は、区の契約担当者が指定した時期に実施するものとする。ただし、 

契約期間が複数年度にわたる場合は、契約締結日の属する年度の翌年度以降 

は、それぞれの年度ごとに区の契約担当者が指定した時期に実施するものと 

する。 

６ 前項の規定にかかわらず、区又は事業者が特に必要と認めた場合は、随時 

に評価を実施することができる。 

 

（履行評価表） 

第３条 履行評価表は、区が定めるものとし、評価の視点、評価項目、配点、 

評価の判断基準は、履行評価表に掲げるとおりとする。ただし、事業者は、 

 履行評価表の内容に異議があるときは、区と協議することができる。 

 

（評価結果の報告） 

第４条 事業者は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに区へ報告 

するものとする。 

２ 区は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに事業者へ報告する 

ものとする。 

 

別紙１－２ 



３ 区又は事業者は、相手方の評価結果について、必要に応じて説明を求める 

ことができる。 

（準用） 

第５条 指定管理者が行っている業務及びＰＦＩの手法を活用して行っている 

業務の評価については、この基準を準用して実施するものとする。 

 

（協議） 

第６条 この基準の条項の解釈について疑義が生じた場合又はこの基準に定め 

のない事項については、区及び事業者協議の上定めるものとする。 

 

  附 則 

 この基準は、平成19年11月１日から施行する 

 


